
令和７年国勢調査の実施について（川崎市概要） 

 

１ 国勢調査について 

（１）調査目的など 

・５年に１回の人及び世帯に関する全数調査（統計法に基づく基幹統計調査） 

・国及び自治体の行政施策等の基礎資料を得る目的で実施 

           └→ 福祉・医療・社会保障分野にも重要！ 

（２）調査期日及び調査対象 

 ・令和７年１０月１日(水)午前０時現在が基準 

・川崎市に常住する全ての人を対象 

└→ 福祉・医療施設入所者も「常住」に含む！ 

（３）調査概要について 

・調査事項は、世帯の４項目・世帯員の 12 項目（別添の調査票見本参照） 

 ・大都市部である本市では、インターネット回答・郵送回答を推奨 

 

２ 調査事務へのご協力のお願いについて 

（１）福祉・医療施設における調査事務の実態 

・本来的には、個々の入所者の方々に回答義務（統計法の規定） 

・実態として、部外者たる一般的な調査員(※)による調査活動は困難 

※川崎市においては、大半が町内会推薦の地域の方々が就任 

⇒後述のいずれかの形でご協力いただければと存じます。 

（２）一定規模以上の福祉・医療施設における調査方法 

運営法人本部又は各施設に、後日、概要説明と意向調査の文書を送付させていた

だきます。お手数ですが、ご検討・ご回答をお願いいたします。 

 （ア）施設側で調査事務を引き受ける。 

   (a)施設運営法人が法人として調査事務を受託する。 

    (b)施設職員の方が個人の立場で調査員任命を受ける。 

 ●国の基準による委託料／調査員手当をお支払いします。 

  （イ）調査事務は引き受けず、施設側での集約回答入力に協力する。 

 ●金銭のお支払いはございません。 

（３）一定規模未満の福祉・医療施設における調査方法 

  上記（２）（イ）の方法をベースに検討中です。 

  各施設に、５月～６月頃、概要説明文書を送付させていただく予定です。 
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